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新たな投資ネガティブリストの概要が明らかに

インドネシア政府は、新たな投資ネガティブリストについて規定する大統領規制2016年第44号（以下、「大統領

規制第44号」）を公布しました。大統領規制第44号は2016年5月18日に効力を生じ、投資ネガティブリストに係

る従来の大統領規制（すなわち、大統領規制2014年第39号（以下、「大統領規制第39号」））は廃止されまし

た。今回の新たな投資ネガティブリストは、2016年2月に経済担当調整大臣が発表した経済政策パッケージの

第10弾に基いて公布されており、外国投資家および国内投資家によるインドネシア全土にわたる投資を加速さ

せ、また国際市場におけるインドネシアの競争力向上を目的としています。同時に、インドネシア政府は当該ネ

ガティブリストの運用を通じて、国内の戦略的産業の保護と中小企業の育成も図りたい考えです。

当該ネガティブリストでは以下の変更が規定されています。

 複数の公共事業、貿易、クリエイティブ産業、及びヘルスケアビジネスをネガティブリストから除外し、これら

に関連する業種について外資による 100%の出資を認める。

 特定要件が課される可能性のあるほとんどの産業（例えば、観光業及び運輸業）について、東南アジア諸

国連合（ASEAN）における加盟国間の協力という観点から、許容される外資出資比率を引き上げる。

 国内投資家に限定されていた高圧電力、e-コマース、及び特定のヘルスケアビジネスといった業種につい

て、一定の出資比率を（場合によっては特定要件を満たすことを前提に）設けて外国投資家にも開放する。

 事業を所管する各大臣からの推薦を義務付ける要件を撤廃する（主に農業分野）。または承認プロセスを

簡素化するために複数の業種をひとつの業種にまとめる（例えば、漁業及び運輸業）。

 中小企業の保護を拡充する（中小企業に限定される業種の追加、中小企業に限定される建設プロジェクト

の契約価格の引き上げ、及びインドネシア国内の中小企業とのパートナーシップが義務付けられる複数の

業種の追加）。

 いかなる投資も受け付けない 2 つの業種を追加する（つまり、どのような目的であってもサンゴの採取と販

売に対する投資は認められず、同じく沈没船からの財宝の収集・獲得に対する投資も認められない）。
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投資開放業種の要件を免除する条件

大統領規制第44号では、特定要件を満たすことを前提に投資が認められる業種について、以下のいずれかの条件を満た

す場合、自由な投資が認められると規定しています。

 投資が間接的に行われること、またはインドネシア国内の資本市場にて取引されるポートフォリオを通じて行われること、

あるいは

 投資が経済特区で行われること（国内中小企業に限定される業種への投資を除く）

出資比率の変更

大統領規制第44号では、企業の吸収合併・取得・新設合併における外資の出資比率の制限についても規定しています。さ

らに大統領規制第44号では、事業拡大を目的とした増資により外資出資比率がその制限を超えた場合に外国投資家が講

じ得る措置についても条項を設けています。

既得権条項

大統領規制第44号にて規制される業種への投資の実行ついて、大統領規制第44号の公布前に既に承認されていた投資

は大統領規制第44号の適用対象とはなりません。ただし、大統領規制第44号の条項が当該投資にとってより有利である場

合はその限りではありません。

変更点の概要

インドネシアへの外国直接投資に関する新ネガティブリストにおける変更点は以下のとおりです。

A. エネルギー及び鉱物資源

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1
出力が10メガワット以下の地熱発電

所

 出力が1メガワット以下の発電所に

ついては、国内資本による100%

の出資のみを認める。

 小規模発電所（1～10メガワット）は

外国資本による49%までの出資を

認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

2 ペレット燃料の生産
国内中小企業とのパートナーシップ

を義務付ける。

外国資本による100%の出資を認め

る。

3 中/高電圧設備
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による49%までの出資を認

める。

4 給電設備の検査及び試験
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による49%までの出資を認

める。

5 高/超高電圧設備の検査及び試験
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による49%までの出資を認

める。

B. 加工業

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 グラニュー糖 国内中小企業に限定

国内中小企業とのパートナーシップ

を条件に外国資本による100%の出

資を認める。

2 クラムラバー加工
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

工業大臣からのライセンスの取得を

条件に外国資本による100%の出資

を認める。
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C. 公共事業

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 有料道路
外国資本による95%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

2 無害廃棄物管理
外国資本による95%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

3
プロジェクト契約価格が500億ルピア

を超える建設施工サービス

外国資本による67%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

4

プロジェクト契約価格が100億ルピア

を超える建設コンサルティングサー

ビス

外国資本による55%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

D. 商業

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 直接販売
外国資本による95%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

2
面積が400～2000平方メートルの

百貨店

外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

ショッピングモールに統合されてお

り、かつ貿易大臣からライセンスを取

得すれば、外国資本による67%まで

の出資を認める。

3 郵便及びインターネットを介した小売
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

国内中小企業とのパートナーシップ

を条件に外国資本による100%の出

資を認める。

4 生産と連携した流通
外国資本による33%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

5 生産と連携しない流通
外国資本による33%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

6 倉庫
外国資本による33%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

7 冷蔵

（a）スマトラ、ジャワ及びバリにおけ

る外資出資比率を33%まで認める。

（b）カリマンタン、スラウェシ、ヌサ・テ

ンガラ、マルク及びパプアにおける外

資出資比率を67%まで認める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

8 調査/アンケート活動

原則として100%国内資本とする。た

だし、ASEAN加盟国の投資家の場

合は51%までの出資を認める。

原則として100%国内資本とする。た

だし、ASEAN加盟国の投資家の場

合は70%までの出資を認める。

9 先物ブローカー
外国資本による95%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

E. 観光及びクリエイティブ産業

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 民営博物館・美術館
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。



TaxFlash No. 08/2016
PwC Page 4

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

2 民間事業者が管理する史跡
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

3 旅行代理店

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

4 レストラン
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

5 フード（ケータリング）サービス
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

6 バー

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

7 カフェ

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

8 2つ星ホテル
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

9 1つ星ホテル
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

10 ランキング外のホテル
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

11 モーテル

 外国資本による49%までの出資を

認める。ただし、国内中小企業とパ

ートナーシップを締結している場合

は51%までの出資を認める。

 ただし、ASEAN加盟国の投資家に

ついては、ジャワ及びバリに所在

する場合、70%までの出資を認め

る。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

12 ビリヤード場

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。
13 ボーリング場

14 スイミングプール

外国資本による100%の出資を認め

る。

15 サッカー場

16 テニスコート

17 フィットネスセンター

18
スポーツセンター及びその他のスポ

ーツ活動の場
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No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

19 ゴルフコース

 外国資本による49%までの出資を

認める。ただし、国内中小企業とパ

ートナーシップを締結している場合

は51%までの出資を認める。

 ただし、ASEAN加盟国の投資家に

ついては、ジャワ及びバリの外に

所在する場合、100%の出資を認

め、ジャワ及びバリに所在する場

合は70%までの出資を認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

20 芸術活動に係る興行サービス

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

21 カラオケバー

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、国内中小企業とパート

ナーシップを締結している場合は

51%までの出資を認める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

22

MICE（Meeting（会議・研修）、

Incentive（招待旅行）、Conference

（国際会議・学術会議）、及び

Exhibition（展示会））サービス

外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

23 自然環境保全地域外の観光地
外国資本による51%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

24 映画スタジオ
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

25 フィルム現像所
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

26 フィルム・ダビング施設
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

27 フィルム印刷または複写施設
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

28 映画撮影施設
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

29 フィルム編集施設
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

30 映画字幕制作施設
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

31 映画制作
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

32 映画館
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

33
レコーディング・スタジオ（カセット、

VCD、DVD）

外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。

34 映画配給
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による100%の出資を認め

る。
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F. 運輸

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1
旅客及び貨物を対象とする国際海運

（沿海航行を除く）

ASEAN加盟国の投資家に対し60%

までの出資を認める。

ASEAN加盟国の投資家に対し70%

までの出資を認める。

2

港湾設備（突堤、建物、貨物、ハンド

リング・ターミナル、液体及びドライバ

ルク・ターミナル、ロールオン・ロール

オフ・ターミナル）

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、官民パートナーシップ

を締結している場合は95%までの出

資を認める。

最低資本金に関するライセンスの取

得を条件に、外国資本による49%ま

での出資を認める。

3
サルベージ・サービスおよび/または

水中作業

外国資本による49%までの出資を認

める。

運輸大臣からのライセンスの取得を

条件に、外国資本による100%の出

資を認める。

4 ターミナル支援ビジネス
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

5 空輸支援サービス
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

6 空港関連サービス
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

7 海上貨物ハンドリング・サービス

外国資本による49%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、60%までの出資を認め

る。

外国資本による67%までの出資を認

める。ただし、ASEAN加盟国の投資

家の場合は、70%までの出資を認め

る。

8 運輸管理サービス
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

9
空輸貨物エクスペディション・サービ

ス

外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

10 外国航空会社の総販売代理店
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

11 越境交通に必要な港湾の管理
政府指定企業との協力を義務付け

る。

外国資本による49%までの出資を認

める。

12 河港及び湖港の管理
政府指定企業との協力を義務付け

る。

外国資本による49%までの出資を認

める。

13 旅客用陸上輸送
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による49%までの出資を認

める。

G. 情報通信及び情報科学

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 通信ネットワーク・プロバイダ
外国資本による65%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

2 通信サービス
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

3 統合通信ネットワーク及びサービス
外国資本による65%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を認

める。

4 通信機器試験所
外国資本による95%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

5

投資額が1000億ルピア以下の電子

プラットフォームを通じた販売（マー

ケットプレイス、デイリーディール）

規制がないため、実務上では外国資

本による100%の出資が認められ

る。

外国資本による49%までの出資を認

める。
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H. ヘルスケア

No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

1 医薬品原料
外国資本による85%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

2

ビジネス・マネジメント・コンサルティ

ング・サービスまたは病院マネジメン

ト・サービス

外国資本による67%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

3 ヘルスケア機器の試験
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を

認める。

4 害虫駆除サービス
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による67%までの出資を

認める。

5 医療救助及び外来診療
外国資本による出資は禁止

（100%国内資本とする）

外国資本による67%までの出資を

認める。

6 病院

 インドネシア全土にわたり外国資本

による67%までの出資を認める。

 インドネシア東部の主要都市に所

在する場合、ASEAN加盟国の投資

家に対し70%までの出資を認める

（マカッサル及びマナドを除く）。

外国資本による67%までの出資を

認める。ただし、ASEAN加盟国の

投資家の場合は、70%までの出資

を認める。

インドネシア東部の主要都市にて投

資を行わなければならない（マカッ

サル及びマナドを除く）。

7
その他の医療サービス（精神リハビ

リテーション・クリニック）

外国資本による67%までの出資を認

める。

外国資本による67%までの出資を

認める。

8 専門医療クリニック
 インドネシア全土にわたり外国資本

による67%までの出資を認める。

 インドネシア東部の主要都市に所

在する場合、ASEAN加盟国の投資

家に対し70%までの出資を認める

（マカッサル及びマナドを除く）。

外国資本による67%までの出資を

認める。ただし、ASEAN加盟国の

投資家の場合は、70%までの出資

を認める。

インドネシア東部の主要都市にて投

資を行わなければならない（マカッ

サル及びマナドを除く）。

9 専門歯科クリニック

10 専門介護施設

 インドネシア全土にわたり外国資本

による49%までの出資を認める。

 マカッサル及びマナドに所在する場

合、ASEAN加盟国の投資家に対し

51%までの出資を認める。ただし、

インドネシア東部のその他の主要

都市に所在する場合、ASEAN加盟

国の投資家に対し70%までの出資

を認める。

11 医療機器リース
外国資本による49%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

12 臨床検査室、健康診断クリニック
外国資本による67%までの出資を認

める。

外国資本による100%の出資を認め

る。

13 ヘルスケア機器サプライヤー
外国資本による33%までの出資を認

める。

保健大臣からのライセンスの取得を

条件に、外国資本による49%までの

出資を認める。

14 クラスAヘルスケア機器産業
規制がないため、実務上では外国資

本による100%の出資を認める。

保健大臣からのライセンスの取得を

条件に、外国資本による33%までの

出資を認める。
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No. 業種 大統領規制第39号（旧規則） 大統領規制第44号（新規則）

15
クラスB、クラスC及びクラスDヘルス

ケア機器産業

規制がないため、実務上では外国資

本による100%の出資を認める。

保健大臣からのライセンスの取得を

条件に、外国資本による100%の出

資を認める。

16 幹細胞バンク及び研究施設
規制がないため、実務上では外国資

本による100%の出資を認める。

保健大臣からのライセンスの取得を

条件に、外国資本による100%の出

資を認める。

I. その他の産業

No. 産業 業種
大統領規制第39号

（旧規則）

大統領規制第44号

（新規則）

1 金融 信用保証会社
外国資本による100%の出

資を認める。

外国資本による30%まで

の出資を認める。

2 労働力及び移住
職業訓練

（非公式教育を含む）

外国資本による49%まで

の出資を認める。

外国資本による67%まで

の出資を認める。
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